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電力需給契約書（案） 

 

１ 調達物品名    熊本県立劇場で使用する電気 

 

２ 予定使用電力量  １，６４３，０６４キロワット時 

 

３ 契約電力     １，１００キロワット 

 

４ 供給場所     熊本市中央区大江２丁目７番１号 

熊本県立劇場 

 

５ 供給期間     令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

６ 基本料金単価（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（１）本線   １キロワット当たりの単価は○○○○円 

（２）予備線  １キロワット当たりの単価は○○○○円 

 

７ 従量料金単価（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（１）夏季・平日    １キロワット時当たりの単価は○○○○円 

 （２）夏季・休日    １キロワット時当たりの単価は○○○○円 

 （３）その他季・平日  １キロワット時当たりの単価は○○○○円 

 （４）その他季・休日  １キロワット時当たりの単価は○○○○円 

 

８ 割引料金単価（又は率） １キロワット時当たりの単価は○○○○円 

（○○．○パーセント） 

 

 上記の物品調達について、発注者公益財団法人熊本県立劇場（以下「甲」という。）と

供給者○○○○（以下「乙」という。）とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、

別紙「熊本県立劇場電力供給条件」、「熊本県立劇場で使用する電気（令和２年度分調達）

仕様書」及び上記内容によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する

ものとする。 

 

 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通

を所持する。 
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  令和  年  月  日 

 

               甲  熊本市中央区大江２丁目７番１号 

公益財団法人熊本県立劇場 

                  理事長  姜  尚 中 

 

 

               乙  （住所） 

                  （商号又は名称） 

                  （代表者職氏名） 
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熊本県立劇場電力供給条件 

（総則） 

第１条 発注者公益財団法人熊本県立劇場（以下「甲」という。）と供給者○○○○（以

下「乙」という。）とは、「４ 供給場所」で使用する電気の需給に関し、日本国の法

令を遵守し、次の条項により需給契約を履行しなければならない。 

 

（契約の目的） 

第２条 乙は、別添仕様書に基づき、電力を甲の需要に応じて供給し、甲は、乙にその対

価を支払うものとする。 

 

（契約単価） 

第３条 この契約の締結の後において、乙の発電費用等の変動により基本料金単価又は従

量料金単価を改定する必要が生じたときは、甲、乙協議の上、これを改定することがで

きる。 

２ 従量料金単価の夏季とは、７月１日から９月３０日までの期間をいう。 

３ 従量料金単価のその他季とは、前項に規定する期間以外の期間をいう。 

４ 従量料金の休日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する日、

並びに１月２日、１月３日、４月３０日、５月１日、５月２日、１２月３０日、１２月

３１日をいう。 

５ 従量料金の平日とは、休日以外の日をいう。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第４条 乙は、この契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、又はこの契約により生ずる

義務を第三者に引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の文書による承諾

を得たときは、この限りでない。 

 

（契約電力の変更） 

第５条 契約電力の変更について必要があると認められるときは、甲、乙協議の上、変更

するものとする。 

 

（使用電力量の増減） 

第６条 「５ 供給期間」における使用電力量は、甲の都合により予定使用電力量を上回

り、又は下回ることができる。 

 



- 4 - 

（使用電力量の計量） 

第７条 乙は、各月の使用電力量、最大需要電力、力率及び電気料金算定に必要なもの（次

項において「使用電力量等」という。）について計量を行うものとする。 

２ 前項の計量は、原則として、毎月初日（午前０時）に行うものとし、乙は、当該計量

時に記録された電力量計の読み取りにより使用電力量等の値を算定し、これを甲に通知

しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第８条 乙は、電力の供給に当たり甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を

賠償しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によって

その損害が生じた場合は、この限りでない。 

 

（電気料金の支払及び算定） 

第９条 乙は、第７条第２項の規定による計量後、遅滞なく、当該月（以下この条におい

て「使用月」という。）に係る電気料金（以下「電気料金」という。）の支払請求書を

甲に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による支払請求は、第４項から第１０項までの規定により算定した電気料

金について行うものとする。 

３ 甲は、第１項の支払請求書を正当であると認めたときは、その書類を受理した日から

３０日を経過する日までに、電気料金を乙に支払わなければならい。 

４ 電気料金の額は、使用月の基本料金、従量料金、割引料金、九州地域の旧一般電気事

業者が需要家に適用する燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の

調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）に基づく賦課金（以下「再生可

能エネルギー発電促進賦課金」という。）を合計した額を合算した額とする。また、合

計した額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。 

５ 前項の使用月の基本料金の額は、「６ 基本料金単価」に契約電力を乗じて得た額と

する。また、基本料金の額は、小数第三位を切り捨てた額とする。 

６ 前項の基本料金の額は、使用月の力率が８５パーセントを上回る場合にあっては当該

額から当該額にその上回る割合を乗じて得た額を減ずるものとし、使用月の力率が８５

パーセントを下回る場合にあっては基本料金単価に契約電力を乗じて得た額から当該額

にその下回る割合を乗じて得た額を加算するものとする。 

７ 第４項に規定する使用月の従量料金の額は、第７条第１項の規定により計量した使用

電力量に「７ 従量料金単価」を乗じて得た額とする。また、従量料金の額は、小数第

三位を切り捨てた額とする。 

８ 第４項に規定する使用月の燃料費等調整額は、燃料費等調整単価に第７条第１項の規
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定により計量した使用電力量を乗じて得た額とする。また、燃料費等調整額は、小数第

三位を切り捨てた額とする。 

９ 第４項に規定する使用月の割引料金の額は、基本料金、従量料金及び燃料費等調整額

の合計に割引率を乗じた額とする。また、割引料金の額は、小数第三位を切り捨てた額

とする。 

１０ 第４項に規定する使用月の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、九州地域の旧一

般電気事業者が公表している標準供給条件によるものとする。また、再生可能エネル 

ギー発電促進賦課金に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

 

（遅延利息） 

第１０条 甲は、電気料金を前条第３項に規定する期日までに支払わなかったときは、当

該期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、その未支払額について政府契約の支

払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支払遅延防止法」とい

う。）第８条第１項の財務大臣の決定する率で計算して得た金額に相当する遅延利息を

乙に支払わなければならない。 

２ 乙は、正当な理由なくこの契約に基づく違約金又は賠償金を指定の期日までに支払わ

なかったときは、当該期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、その未支払額に

ついて支払遅延防止法第８条第１項の財務大臣の決定する率で計算して得た金額に相

当する遅延利息を甲に支払わなければならない。 

３ 前２項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは遅延利息を支

払うことを要せず、その額に１００円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるも

のとする。 

 

（甲の解除権） 

第１１条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除するこ

とができる。 

 (１) 乙が、天災その他不可抗力の原因による場合を除き、甲の需要に応じた電力の供

給をする見込みがないと甲が認めたとき。 

 (２) 乙が正当な事由によりこの契約の解除を申し出たとき。 

 (３) この契約の履行に関し、乙の役員又は使用人に不正の行為があったとき。 

 (４) 乙がこの契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 

 (５) 前４号に定める場合のほか、乙がこの契約及び仕様書に定める事項に違反したと

き。 

 (６) 次のアからウまでのいずれかに該当するとき。 

ア 乙が熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号。以下この号におい
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て「条例」という。）第２条第４号に規定する暴力団密接関係者であると認められる

とき。 

イ  乙の役員又は使用人（条例第２条第４号に規定する公安委員会規則で定める使用

人をいう。以下この号において同じ。）が乙若しくは第三者の不正な利益を図り、又

は第三者に損害を加えることを目的として暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。以下この号において「法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）の威力を利用した

と認められるとき。 

ウ  乙の役員又は使用人が乙の行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団

の運営に資することとなることを知りながら、法第２条第６号に規定する暴力団員

に対し、金品その他の財産上の利益を供与したと認められるとき。 

２ 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲に落札金額の１００分の  

１０に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払うものとする。 

 

（談合その他不正行為による甲の解除権） 

第１２条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約

を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条に

規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が乙に違反行為があったとして独占禁止法第６２条第１項に規定す

る納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）に対する刑法（明治   

４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 

 

（賠償の予約） 

第１３条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除する

か否かにかかわらず、賠償金として、落札金額の１００分の２０に相当する額を支払わ

なければならない。この契約の履行が完了した後も、同様とする。ただし、前条第１項

第３号に該当する場合のうち、乙に対する刑法第１９８条の規定による刑が確定したと

きは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額及び前条第２項

において準用する第１１条第２項に規定する違約金の額の合計額を超える場合において

は、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

（他規定の準用） 
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第１４条 この契約に定めのない事項については、九州地区の旧一般電気事業者が公表し

ている標準供給条件に準ずるものとする。 

 

（報告及び調査） 

第１５条 甲は、供給期間中及び供給期間の終了後において必要と認める場合は、乙に対

しこの契約に関し必要な報告を求め、又はその職員に、乙の事務所に立ち入り、帳簿、

書類その他の物件を調査させることができる。 

２ 乙は、甲が前項の規定により報告を求め、又は調査を行うときは、これに応じるもの

とする。 

 

（疑義等の解決） 

第１６条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項（第１４条

に規定する事項を除く。）については、甲、乙協議の上、解決するものとする。 


